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富士市民活動センター指定管理者候補者の審査結果について 

 

富士市民活動センターの設置目的を十分に理解し、公正かつ適正で、より効果的・効率的に管

理運営を行うことができる指定管理者について、審査項目に基づき厳正に審査した結果、次のと

おり候補者を選定しました。 

 

１ 施設の概要 

 

施 設 の 名 称 富士市民活動センター 

設 置 目 的 

市民による自主的で公益的な活動を支援し、活動の場や交流・連携の場

を提供する施設であり、様々な分野の市民活動が活性化するための拠点

であること。 

所 在 地 富士市吉原２丁目１０番２０号 ラクロス吉原１階の一部及び２階 

建 物 構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

面 積 １階１１４．０３㎡、２階５２８．１５㎡ 計６４２．１８㎡ 

施 設 内 容 
事務室、印刷室、ロッカー、メールボックス、ミーティングコーナー、 

交流サロン、コミュニティＦＭコーナー 

竣 工 年 月 日 平成１７年８月２０日（開所 平成１７年１０月２３日） 

 
 
 

２ 指定管理者候補者の選定方法 

  公募によることとし、指定管理者となる団体の妥当性を判断するため、外部有識者からなる

「富士市市民交流施設指定管理者選定評価委員会」を開催し、同委員会において、書類審査、

プレゼンテーション審査及び質疑応答により、総合的に評価・選定を行いました。 

 

３ 指定管理者選定評価委員会による審査 

委 員 会 の 開 催 
第 1 回 指定管理者選定評価委員会 令和４年７月１１日（月） 

第２回 指定管理者選定評価委員会 令和４年９月２０日（火） 

委 員 構 成 

委員長 石川 雅典（常葉大学社会環境学部長） 

委 員 岡田 好史（清水銀行理事富士支店長） 

委 員 後藤 雅之（富士市町内会連合会副会長） 

委 員 保科 悦久（公認会計士） 

委 員 水本 吉昭（富士商工会議所事務局長） 

申 請 者 特定非営利活動法人東海道・吉原宿 
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選定に当たって

重 視 す る 事 項 

市民による自主的で公益的な活動を支援し、活動の場や交流・連携の場を

提供する施設であり、様々な分野の市民活動が活性化するための拠点とな

るものであるという施設の設置目的を十分に理解し、公正かつ適正な管理

運営を効果的、効率的に行うことができること。 

指 定 管 理 者 に 

求 め る レ ベ ル 

 指定管理に係る基本方針として、施設の設置目的を踏まえ、公の指定

管理施設の管理運営に当たりふさわしい参加動機や意欲、目標やその

達成に向けた考え方、施設の特性や課題、「市民活動との協働に関する

基本指針」等、市の方針を踏まえた運営方針を持っていること。 

 運営管理業務に関することとして、利用者サービスの向上につながる

提案や利用者からの意見の反映策、利用者拡大や広報・ＰＲについて

の具体的な方策、市民活動に関する情報の収集及び収集した情報の有

効活用につながるコーディネート、利用団体の活動支援及び団体相互

の連携、施設の機能を有効活用できるような講座等の提案を持ってい

ること。 

 維持管理業務に関することとして、適切な衛生管理、各種保守点検及

び修繕等の維持管理について具体的な方策を持っていること。 

 収支に関することとして、事業運営のための適切な収支計画書や経費

節減策、利用者負担料金についての収入計画等に対する考え方を持っ

ていること。 

 業務の実施体制に関することとして、相談業務や施設管理等の必要な

業務を確実に実施するための組織体系及び人員配置、職員の質の向上

を目指す人材育成の考え方、自然災害に加え感染症対策や様々なリス

クマネジメントに関する方策を持っていること。 

審 査 項 目 

及 び 配 点 

上記「重視する事項」及び「指定管理者に求めるレベル」の充足度を総合

的に評価するため、以下のとおり審査項目及び配点を設定しました。 
  
  

大項目 審査項目 配点 

指定管理に係る基

本方針 

（配点 １０点） 

事業への参加動機、意欲 ５点 

施設の特性や課題を踏まえた指定管

理の運営方針や取組 
５点 

運営管理業務に関

すること 

（配点 ４５点） 

基本的な運営内容 ５点 

利用者サービスの向上策 ５点 

ＰＲ活動の方策 ５点 

情報収集・情報発信に係る提案事項 １０点 

市民活動団体への支援に係る提案事

項 
１０点 

施設の有効活用や講座等に係る提案

事項 
１０点 
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維持管理業務に関

すること 

（配点 １０点） 

施設の維持管理における考え方と環

境への配慮 
５点 

施設の衛生管理、保守点検、維持修

繕の実施状況 
５点 

収支に関すること 

（配点 １５点） 

収支について ５点 

利用料金について ５点 

指定管理料について ５点 

業務の実施体制に

関すること 

（配点 ２０点） 

適切な管理運営のための組織体系及

び人員体制 
５点 

人材育成の考え方 ５点 

リスクマネジメントの考え方 １０点 

合   計 １００点 
 

 

審 査 結 果 

１ 項目ごとの評価 

項目ごとに評価点を設定し、採点を行いました。 

指定管理者候補者に選定された事業者に対する評価の概要は次のと

おりです。 

（1）指定管理に係る基本方針について    （配点１０点中７．４点） 

 「市民活動との協働に関する基本指針」に基づいた市民活動センター

の位置付け・役割を理解していること、指定管理者としての意欲が十

分であること、これまでの経験及び活動実績、今後の運営目標に継続

性があること等について、求める水準を満たしているとの評価を受け

ました。 

 本市が推進するＳＤＧｓ関連施策への理解が深く、展開される事業へ

の協力についての提案がされていること等について、求める水準を満

たしているとの評価を受けました。 

（2）運営管理業務に関することについて  （配点４５点中３３点） 

 利用者サービスの向上につながる提案や利用者からの意見の反映策

について、掲示板の活用や印刷業務を通じた施設利用団体等とのコミ

ュニケーションによるニーズの把握の方策が記されていること等に

ついて、求める水準を満たしているとの評価を受けました。 

 利用者拡大や広報・ＰＲのための方策について、紙媒体や各種ＳＮＳ

を活用した積極的な情報発信や広報活動が提案されていること等に

ついて、求める水準を満たしているとの評価を受けました。 

 市民活動に関する情報の収集及び収集した情報の有効活用につなが

るコーディネートについて、市民活動センター２０周年記念事業や市

民活動団体のガイドブック発行等の効果的な提案が、求める水準を満

たしているとの評価を受けました。 
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 利用団体の活動支援及び団体相互の連携として、これまでに構築して

きたネットワークを活用した相談会や市民活動団体のフォローアッ

プ及び人材育成につながるスキルアップミーティングの開催につい

ての提案が高い評価を受けました。 

 施設の機能を有効活用できるような講座等について、これまでの運営

経験を基にした着実で効果的な提案がされており、求める水準を満た

しているとの評価を受けました。 

（3）維持管理業務に関することについて （配点１０点中６．４点） 

 施設全体の適切な衛生管理及び維持管理のための各種保守点検及び

修繕等について、長年の運営経験による実績や環境に配慮した対策の

記載が、求める水準を満たしているとの評価を受けました。 

（4）収支に関することについて      （配点１５点中９．２点） 

 事業運営のための適切な収支計画書や経費節減策について、これまで

の運営経験による運営経費のコントロールの記載や利用料収入の現

状を把握した上で現実的な提案がされていることについて、求める水

準を満たしているとの評価を受けました。 

（5）業務の実施体制に関することについて（配点２０点中１２．８点） 

 適切な管理運営のための組織体系及び人員体制について、これまでの

運営実績や経験に基づく各種業務が適切に実施できる人員体制の提

案が、求める水準を満たしているとの評価を受けました。 

 感染症対策やリスクマネジメントに関する方策について、あらゆるリ

スクに対しての具体的な対応方針、対応策が十分に記されているこ

と、事故防止対策及び天災や人災等発災時における利用者安全確保の

ための危機管理マニュアルを策定していることについて、求める水準

を満たしているとの評価を受けました。 

２ 最終的な審査結果 

申請者１者の審査を実施し、合計得点が評価基準点（６０点）を上回

り指定管理者候補者としての適格性を有すると認められ、特定非営利活

動法人東海道・吉原宿を、指定管理者候補者として決定しました。 

評 価 点 ６８．８点 

 

 


